
６０日
以内

訴 訟

30日
以内

６０日
以内

異議申立て
（処分庁）

処 分

【主な事項】
○原則となる不服申立類型を「審査請求」に一元化 〈§２～４〉

○例外として、個別法の特別の定めにより「再調査の請求」（審査請求との選択制）や「再審査請求」を認める〈§５・６〉
○審査請求期間を３月に延長〈§18〉

【旧 法】 【新 法】

審 査 請 求
（処分庁以外の行政庁：原則は直近上級行政庁）

30日
以内

再審査請求
（法律で定める行政庁）

６月
以内

６月
以内

６月
以内

処 分

審 査 請 求
（原則は最上級行政庁・上級行政庁がない場合は処分庁）

３月
以内

再調査の請求
（処分庁）

３月
以内

※

自
由
選
択

１月
以内

再審査請求
（法律で定める行政庁）

１月
以内

６月
以内

６月
以内

訴 訟

※異議申立てと審査
請求の両方が可能
な場合は、異議申
立てを経た後でな
ければ、審査請求
ができない

※
自
由
選
択

不服申立構造の見直し
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審査請求人

【主な事項】
○原処分に関与していない審査庁の職員が審理手続を行う審理員制度の導入〈§９〉

○第三者の立場から、審査庁の裁決の判断の妥当性をチェックする行政不服審査会等への諮問手続を導入
〈§４３〉 （注）審査庁が合議制の機関である場合等は、審理員の指名や行政不服審査会等への諮問は不要

【旧 法】

審査庁
（例）大臣、知事、市町村長

【新 法】

審理員
（原処分に関与していない
などの除斥事由あり）

処分庁等
（例）出先機関の長

①主張・証拠資料提出

②審理

③裁決
審査庁

（例）大臣、知事、市町村長

※審理を行う者についての
規定なし

審査請求人 処分庁等
（例）出先機関の長

②主張・証拠資料提出

③審理

①指名
④審理員
意見書

行政不服審査会等
国：行政不服審査会（総務省）
地方：執行機関の附属機関

⑤諮問⑥答申

⑦裁決

※原処分又は裁決の
際に他の第三者機関
の関与がある場合や
審査請求を却下する
場合、審査請求の全
部を認容する場合等
は、諮問は不要

審理・裁決の公正性の向上

参加人 参加人
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